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◎定例会の審議順序 

                                 

 

 

 

 

 

 

※定例会最終日に開催する議会運営委員会で、次の定例会開会日を決定します。 

 

開会 

議長が開会を宣言。会期の決定、諸報告を

した後、市長が提案理由を説明します。 

議案は各常任委員会、特別委員会へ 

提出された議案などは、担当する常任委

員会・特別委員会に付託されます。 

代表質問・一般質問 

市政全般について、議員が質問し、市長

や市執行部が質問に対して答弁します。 

常任委員会・特別委員会 

３つの常任委員会と予算特別委員会が開

かれ、付託された案件を審査します。 

閉会 

各委員長が、付託された案件の審査の概

要と結果を報告し、質疑・討論が行われた

後、多数決により可否を決定します。 

議案調査日を 
はさみます 

招集告示 （開会７日前） ・ 全員協議会 本会議 （提案理由の説明） 

議案調査日 （３日） 本会議 代表質問 （１日） 

本会議 一般質問 （１日～２日）・委員会付託 予算特別委員会説明 （１日） 

常任委員会審査 （各委員会１日） 特別委員会審査 （１日） 

予算特別委員会審査 （２日） 本会議 （採決） 


